
政

令

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
海
上
警
備
等
手
当
の
項
中 「

自
衛
艦
に
乗
り
組
ん
で
行
う
我
が
国

の
防
衛
に
資
す
る
情
報
の
収
集
の
た

め
の
活
動
で
あ
つ
て
、
そ
の
困
難
性

を
考
慮
し
て
防
衛
大
臣
の
定
め
る
も

の
に
従
事
す
る
乗
組
員

業
務
一
日
に
つ
き
千
百
円
（
当
該

業
務
が
特
に
困
難
な
作
業
で
心
身

に
著
し
い
負
担
及
び
緊
張
を
与
え

る
と
防
衛
大
臣
が
認
め
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
そ
の
百
分

の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
額
）

」

を
「
自
衛
艦
に
乗
り
組
ん
で
行
う
我
が
国

の
防
衛
に
資
す
る
情
報
の
収
集
の
た

め
の
活
動
で
あ
つ
て
、
そ
の
困
難
性

を
考
慮
し
て
防
衛
大
臣
の
定
め
る
も

の
に
従
事
す
る
乗
組
員

自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
行
動
を
と
る
こ
と
の
要
否
に
係
る

判
断
又
は
当
該
行
動
を
と
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
円
滑
な

遂
行
に
必
要
な
情
報
の
収
集
の
た
め

の
活
動
（
海
外
の
海
域
に
お
け
る
日

本
船
舶
（
船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年

法
律
第
四
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
日
本
船
舶
を
い
う
。）そ
の
他
の

我
が
国
に
関
係
す
る
船
舶
の
航
行
の

安
全
の
確
保
に
関
し
、
政
府
が
行
う

取
組
の
一
環
と
し
て
、
海
外
の
地
域

に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。）で
あ

つ
て
、
そ
の
困
難
性
そ
の
他
の
特
殊

性
を
考
慮
し
て
防
衛
大
臣
の
定
め
る

も
の
に
従
事
す
る
職
員

業
務
一
日
に
つ
き
千
百
円
（
当
該

業
務
が
特
に
困
難
な
作
業
で
心
身

に
著
し
い
負
担
及
び
緊
張
を
与
え

る
と
防
衛
大
臣
が
認
め
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
そ
の
百
分

の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し

た
額
）

業
務
一
日
に
つ
き
四
千
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
、
防
衛
大
臣
の
定

め
る
額

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

防
衛
大
臣

河
野

太
郎

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

省

令

改

正

後

改

正

前

（
地
域
再
生
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る

者
）

第
三
条

法
第
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
の
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
法
第
十
七
条
の
五
十
四

第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
区
域
（
以
下
「
特
定
区

域
」
と
い
う
。）の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
事
業
実

施
地
域
に
含
む
農
地
中
間
管
理
機
構
（
農
地
中
間

管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

農
地
中
間
管
理
機
構
を
い
う
。）と
す
る
。

（
新
設
）

（
特
定
区
域
及
び
特
例
面
積
の
同
意
に
際
し
て
の

添
付
書
類
）

第
四
条

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
五
十
四

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会
の
同
意
を
得

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計

画
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
す
る
も
の
と

す
る
。

（
新
設
）

一

特
定
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
所
在
す

る
既
存
の
住
宅
及
び
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の

位
置
を
示
す
地
図

二

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

令和 年 月 日 水曜日 第 号官 報

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
一
月
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
一
号

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
十
四
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
三
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
二
号

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、並
び
に
地
域
再
生
法（
平

成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
省
関
係
地
域

再
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
一
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

農
林
水
産
省
関
係
地
域
再
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
林
水
産
省
関
係
地
域
再
生
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
る
。



（
特
定
区
域
及
び
特
例
面
積
の
基
準
）

第
五
条

法
第
十
七
条
の
五
十
四
第
五
項
の
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
新
設
）

一

特
定
区
域
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
特
定
区
域
内
に
現
に
耕
作
の
目
的
に

供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
耕
作

の
目
的
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
農
地

そ
の
他
そ
の
適
正
な
利
用
を
図
る
必
要
が
あ

る
農
地
が
相
当
程
度
存
在
す
る
こ
と
。

ロ

当
該
特
定
区
域
の
位
置
及
び
規
模
か
ら
み

て
、当
該
特
定
区
域
内
に
お
い
て
農
地
法（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三

条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
面
積
（
北
海

道
で
は
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
都
府
県
で
は
五
十

ア
ー
ル
で
あ
る
面
積
を
い
う
。）未
満
の
農
地

又
は
採
草
放
牧
地
を
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業

に
供
す
る
者
の
数
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
特
定
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域

に
お
け
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
農
業
上

の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
の
確
保
に
支

障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二

法
第
十
七
条
の
五
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る

特
例
面
積
は
、
当
該
特
定
区
域
及
び
そ
の
周
辺

の
地
域
に
お
け
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
の
保

有
及
び
利
用
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し
等
か

ら
み
て
、
新
規
就
農
を
促
進
す
る
た
め
に
適
当

と
認
め
ら
れ
る
面
積
で
あ
る
こ
と
。

（
地
域
再
生
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る

者
）

（
地
域
再
生
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る

者
）

第
六
条

法
第
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
の
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
機
構

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
（
法
第
五
条
第
四

項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
地
域
農
林
水
産
業
振
興

施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
用
に
供
す
る
土
地

の
う
ち
、
当
該
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用

に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
農
地
で
あ
る
当

第
三
条

法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
項
の
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
機
構

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
（
法
第
五
条
第
四

項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
地
域
農
林
水
産
業
振
興

施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
用
に
供
す
る
土
地

の
う
ち
、
当
該
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用

に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
農
地
で
あ
る
当

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

該
土
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
し
、
又
は
農
地
で

あ
る
当
該
土
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め

当
該
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
若
し
く
は
使
用
及
び

収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す
る
に
当
た

り
、
農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
面
積

が
、
三
十
ア
ー
ル
を
超
え
る
場
合
に
限
り
、
農
業

委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
が
さ
れ
て
い

な
い
場
合
を
除
く
。）の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

該
土
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
し
、
又
は
農
地
で

あ
る
当
該
土
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め

当
該
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
若
し
く
は
使
用
及
び

収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す
る
に
当
た

り
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十

九
号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
面
積
が
、

三
十
ア
ー
ル
を
超
え
る
場
合
に
限
り
、
農
業
委
員

会
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
が
さ
れ
て
い
な
い

場
合
を
除
く
。）の
ほ
か
、次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
の
記
載

事
項
等
）

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
の
記
載

事
項
等
）

第
七
条

法
第
十
七
条
の
五
十
七
第
三
項
第
四
号
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

第
四
条

法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
第
四
号
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る

た
め
、
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
場
合

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

一

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る

た
め
、
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
場
合

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
第
五
条
第
四
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る

事
業
の
目
標

イ

法
第
五
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る

事
業
の
目
標

ロ
〜
ホ

（
略
）

ロ
〜
ホ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
五
十
七
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２

認
定
市
町
村
は
、
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
土

地
が
農
用
地
区
域
内
の
土
地
で
あ
る
場
合
の
要

件
）

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
土

地
が
農
用
地
区
域
内
の
土
地
で
あ
る
場
合
の
要

件
）

第
八
条

法
第
十
七
条
の
五
十
七
第
四
項
第
五
号
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

第
五
条

法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
五
号
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和 年 月 日 水曜日 第 号官 報


